
ダイバーシティ就労に向けた制度政策提案と課題
～前回の委員の議論を基に整理～

制度 活用や改善の方法 課題 その他

求職者
支援制
度

○ 雇用保険加入
要件のない求職者
支援制度は、多様
な就労困難者が活
用する余地がある。
○ 特定の就労困
難者を対象とする
訓練コースの設定
の可能性はある。
通常のコースに、
就労困難者の特性
を踏まえた部分を
プラスする方法も
ある。
(訓練計画の策定の
流れ図は、次ペー
ジ参照）

○ 地域のニーズが前提になる
ので、各都道府県の協議会の了
解が必要。
○ 労使の負担する保険料を財
源とする雇用対策という位置付
けなので、雇用に結びつくこと
が前提。
○ 訓練の前段階が必要な人に
は、相談支援や就労支援サービ
スと連携する必要がある。
○ 多様な就労困難者の支援に
当たる人にも「求職者支援制
度」が知られておらず、理解さ
れていない。
○ 訓練内容の企画・決定
（JEED）と受講者の募集・決定、
自治体の就労支援との関係が分
断されたまま(西岡部会⾧）

○ 例えば、受刑
者は刑務作業の一
環として、食事作
りや洗濯作業には
慣れている。（埼
玉の保護更生施設
の寮⾧）
○ 特に少年院退
所者などには、求
職者支援訓練は機
能している。(IT,
介護）刑余者など
特定の人のみを対
象とする訓練には、
慎重な検討が必要。
(東京ﾊﾛｰﾜｰｸﾅﾋﾞ
ｹﾞｰﾀｰ）





高齢・障害・
求職者雇用支
援機構が用意
している訓練
のモデルカリ
キュラム



《協力雇用主に対するアンケート調査(平成31年3月法務省保護局）》

求職者支援制度は、
協力雇用主には知ら
れていない。



【昨年12月3日の有識者講演会における西岡部会⾧の資料から抜粋】



制度 活用や改善の方法 課題 その他

重層的支
援体制整
備事業
(参加支
援）

○ 障害者の就労支援
事業所が余裕定員枠を
活用して、障害者以外
の就労困難者の就労支
援を一体的に行うこと
も可能。
○ 企業や商店が就労
困難者の職場体験を実
施する場合も活用でき
る。実費相当分の謝礼
の支弁も可能。
○ 求職者支援制度の
前段階の支援として、
連携して活用すること
も考えられる。

○ 障害者の就労支援事業者
が、障害者以外の就労困難者
を受け入れるには、謝金額が
低くて、自治体の持ち出し等、
他の財源確保が必要となる。
○ 福祉分野の施策は市区町
村が実施主体となっており、
広いエリアの対象者に事業を
実施する場合には困難が伴う。
（LGBTフレンドリーな就労
支援事業を行う場合など、
財源負担は利用者の属する市
区町村となるのが基本）

○ 雇用施策と
の連携に関して
は、断らない相
談支援体制が重
要だが、生活困
窮者自立相談支
援制度は困窮の
恐れのある人ま
で対象となって
おり、対象を絞
らない相談体制
ができており、
相談の質は上
がっている。

ソーシャ
ルファー
ム

○ 東京都がソーシャ
ルファーム条例を制定
し、従業員の2割以上が
就労困難者である場合
に、整備・改修費及び5
年間の運営費補助を始
めた。

○ 認定審査会で行われる就
労困難者の認定が、円滑・適
正に行われるか。
○ 現在、明確な財政的支援
制度を設けているのは東京都
のみ。

○ 労働者協働
組合法の5年後
の見直しを機に
ソーシャル
ファーム的なも
のを位置付けら
れないか。



＜ソーシャルファーム認証の単位と基準＞

1.事業所ごとに認証を行う
2.経営主体は法人格を有する
3.ソーシャルファームとしての事業を行うために必要な財
務基盤・実施体制・実現可能性の高いソーシャルファーム
の事業計画がある
4.他の事業所と経理が区分され、当該ソーシャルファーム
単位で収支の状況等を把握できる
5.就労困難者と認められる者の配慮すべき実状等に応じた
雇用管理や支援を適切に行える施設・設備・人材等を有し
ている
6.従業員の総数の20％以上が「就労困難者」と認められる
者であり、かつ就労困難者と認められる者の雇用者数が3
人以上である

「東京都ソーシャルファームの認証及び支援に関する指針」の概要



＜就労困難者と認められる者とは＞※以下をすべて満たす者
1.就労を希望している者
2.心身の障害をはじめ、社会的、経済的、その他の不自由によ
り就労することが難しい者
3.認証審査会において配慮すべき実情等に応じた支援が必要で
あると認められた者

＜障害福祉サービス事業所を運営する法人および特例子会社等
について＞
1.障害福祉サービス事業所の運営法人の場合、障害福祉サービ
ス事業所とは別にソーシャルファームを設立する場合は認証対
象とすることができる。
2.特例子会社等の場合、その事業所において障害者以外の就労
困難者と認められる者を雇用する場合には、認証対象とするこ
とができる（審査基準となる就労困難者と認められる者の雇用
者数は、障害者を除いた就労困難者と認められる者の人数で算
出する）


